
 

 

令和４年度海外教育プログラム特別入試について 
 
●海外教育プログラム特別入試（医学科） 

【変更内容】入試区分の統合 

  帰国生入試と私費外国人留学生入試を統合し実施します。 

   出願資格等については、現行の帰国生入試と私費外国人留学生入試を包括した要件とします。 

帰国生入試については選抜方法の変更はなし、私費外国人留学生入試については現行の帰国生入試の選抜方法と 

同内容の試験に加え、独立行政法人日本学生支援機構が実施する「日本留学試験」の受験が必須となります。 

【変更前】 

選抜方法等 
独立行政法人日本学生支援機構が実施する「日本留学試験（日本語、数学、理科）」、個

別学力検査及び面接により学力やその他の資質を総合的に評価し、合格者を決定します。 

 

【変更後】 

選抜方法等 

独立行政法人日本学生支援機構が実施する「日本留学試験（日本語）」並びに小論文、
適性検査、面接、成績証明書、推薦書、志願理由書により学力やその他の資質を総合的
に評価し、合格者を決定します。また、各国の教育制度による国家試験等の統一試験
（SAT：アメリカ、ACT：アメリカ、GCE：イギリス、Abitur：ドイツ、Baccalauréat：
フランス等）を受験している人は、選考の際にその成績を参考にします。 
適性検査は、問題を発見し、これを理解して発展させ、論理的解決に導く能力を見るも

のです。それには、自然科学の素養等が含まれます。 

●海外教育プログラム特別入試（看護学科） 

【変更内容】名称変更・出願要件の拡大 
  帰国生入試の名称を変更、出願要件を拡大し一定の条件を満たす場合は出願が可能となります。 

 

【変更前】 

出願要件 
日本国籍又は日本国の永住許可を有し、外国の学校教育を受けた人で、一定の条件を満

たす人。 

 

 

【変更後】 

出願要件 

日本国籍又は日本国の永住許可を有し、外国の学校教育を受けた人、又は日本の国籍を

有せず、出入国管理及び難民認定法において、「留学」の在留資格を有する人、或いは本

学入学に際し当該資格を「留学」に変更できる人で、独立行政法人日本学生支援機構が実

施する「令和3年度日本留学試験」の日本語を受験し、一定の条件を満たす人。 

※詳細につきましては、入学者選抜要項15ページをご確認ください。 

 

その他入学者選抜の詳細については、各募集要項または浜松医科大学ホームページ等で確認してください。 

https://www.hama-med.ac.jp/admission/index.html 
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